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（２）医療型障害児入所施設 

サービスの概要 療育の必要性が認められた障がい児に対し、障がいの特性に応じて独立自活

に必要な知識技能の付与の支援を行う。 

 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

 地域における児童の数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい児等のニーズ、医療的ケア

児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

市内の医療型障害児入所施設の定員数で見込む。なお、定員数には市外で支給決定を受け入所する

者も含む。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 虐待を受けた障がい児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担うため一

定の定員数を確保し、支援希望者からの相談・申請に対しては、適切に支給決定を行う。 

障害児入所支援見込量等確保のための方策 

＜医療型障害児入所施設の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

利用者数 人/年 34 55 40 116 116 116

1 1 1

単位
第4期実績 第5期見込量

4月1日時点の事業所数

※第4期実績は市の支給決定人数
※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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（２）医療型障害児入所施設 

サービスの概要 療育の必要性が認められた障がい児に対し、障がいの特性に応じて独立自活

に必要な知識技能の付与の支援を行う。 

 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

 地域における児童の数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい児等のニーズ、医療的ケア

児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

市内の医療型障害児入所施設の定員数で見込む。なお、定員数には市外で支給決定を受け入所する

者も含む。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 虐待を受けた障がい児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担うため一

定の定員数を確保し、支援希望者からの相談・申請に対しては、適切に支給決定を行う。 

障害児入所支援見込量等確保のための方策 

＜医療型障害児入所施設の実績と見込み＞
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（Ｈ27）
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（Ｈ28）
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（Ｈ30）
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（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

利用者数 人/年 34 55 40 116 116 116

1 1 1

単位
第4期実績 第5期見込量

4月1日時点の事業所数

※第4期実績は市の支給決定人数
※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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８ 医療的ケア児等コーディネーターの配置人数【新】               

 

医療的ケア児等に対する専門的な知識と経験に基づいて、支援に関わる関係機関との連携（多職種連

携）を図り、とりわけ本人の健康を維持しつつ、生活の場に多職種が包括的に関わり続けることのでき

る生活支援システム構築のためのキーパーソンとなる医療的ケア児等コーディネーターを配置する。 

 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見込みを設定する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 各行政区に 1名配置とし見込みを設定する。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 医療的ケア児等コーディネーターについては、国が医療的ケア児等コーディネーター養成研修として

提示しているカリキュラムがあり、それに沿った養成研修を行う必要がある。現在行っている重症心身

障がい児等支援者研修の内容を精査し、国が提示しているカリキュラムに沿った研修実施に努める。 

 

 

９ 発達障がい者等に対する支援【新】                      

 

 発達障がい者等が可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよう、2020（平成 32）年

度までの見込量を以下のとおり設定する。 

（１）発達障がい者支援地域協議会の開催数 

 

 

 

 

 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定

する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

発達障がい者支援センターの活動状況についての検証などを行う会議を年 1回開催する。

コーディネーター配置数見込量等確保のための方策 

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

開催回数 回/年 1 1 1

単位
第5期見込量

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

配置人数 人 0 5 5

＜医療的ケア児等コーディネーター配置人数の見込み＞

単位
第5期見込量
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（２）発達障がい者支援センターによる専門的な相談支援件数 

 
 
 
 
 
■ 必要量見込に関する国の基本指針 

現状の相談件数、発達障がい者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障がい者支

援センターによる相談支援が真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを設定する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

専門的な対応が必要な相談件数の直近の伸びから算出する。 

 

 

（３）発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 

 
 
 
 
 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

現状の助言件数、発達障がい者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障がい者支

援センターあるいは発達障がい者地域支援マネジャーの助言を必要とする数を勘案して、助言件数の

見込みを設定する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

事業所等からの施設運営に関する相談件数の 2017（平成 29）年度実績見込みから算出する。 

 

 

（４）発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への 

  研修会等開催回数 

 
 
 
 

 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

現状の研修及び啓発件数を勘案し、個々の発達障がいの特性に関する理解が図られるために必要な

研修、啓発件数の見込みを設定する。

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

相談支援件数 件/年 2,599 3,317 3,700 4,100 4,500 4,500

単位
第4期実績 第5期見込量

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

助言件数 件/年 14 15 16 24 30 36

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

単位
第4期実績 第5期見込量

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

開催回数 回/年 38 33 35 45 47 47

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（２）発達障がい者支援センターによる専門的な相談支援件数 

 
 
 
 
 
■ 必要量見込に関する国の基本指針 

現状の相談件数、発達障がい者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障がい者支

援センターによる相談支援が真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを設定する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

専門的な対応が必要な相談件数の直近の伸びから算出する。 

 

 

（３）発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 

 
 
 
 
 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

現状の助言件数、発達障がい者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障がい者支

援センターあるいは発達障がい者地域支援マネジャーの助言を必要とする数を勘案して、助言件数の

見込みを設定する。 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

事業所等からの施設運営に関する相談件数の 2017（平成 29）年度実績見込みから算出する。 

 

 

（４）発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への 

  研修会等開催回数 

 
 
 
 

 

■ 必要量見込に関する国の基本指針 

現状の研修及び啓発件数を勘案し、個々の発達障がいの特性に関する理解が図られるために必要な

研修、啓発件数の見込みを設定する。

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

相談支援件数 件/年 2,599 3,317 3,700 4,100 4,500 4,500

単位
第4期実績 第5期見込量

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

助言件数 件/年 14 15 16 24 30 36

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

単位
第4期実績 第5期見込量

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

開催回数 回/年 38 33 35 45 47 47

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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■ 第５期計画の見込量における推計方法 

外部講師や発達障がい者支援センター職員による関係施設及び関係機関に対する普及啓発及び研修

と、地域住民向け講演会開催の 2017（平成 29）年度実績見込みから算出する。 

 

  

 

 発達障がい者支援センター職員の支援力を強化するために人材育成を計画的に行うとともに、発達

障がい者支援地域協議会を新たに設置し、発達障がい児者への支援に向け関係機関と連携し、計画的

な事業の遂行に努める。 

 

 

１０ 子ども・子育て支援事業の提供体制の整備【新】               

 

子ども・子育て支援事業の利用を希望する障がい児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認

定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等における障がい児の受入れについて定

量的な見込みを設定する。また、この見込みを踏まえ、保育所等訪問支援により障がい児の保育所等

の受入れ促進を図るなど、子育て支援施策との緊密な連携により障がい児支援の体制づくりに積極的

に取り組み、地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達障がい者等に対する支援見込量等確保のための方策 

施設数

（箇所）

施設数

（箇所）

施設数

（箇所）

保育所
322

【109】
150

(93)
319

【106】
138

(78)
306

【100】
129

(74)
291

【93】
291

【93】
291

【93】

認定こども園
12

【8】
24

(6)
64

【26】
46

(26)
81

【33】
58

(33)
97

【40】
97

【40】
97

【40】

放課後児童
健全育成事業

366
【116】

128
(123)

381
【136】

131
(117)

366
【109】

140
(125)

386
【115】

403
【120】

421
【125】

単位（人）

2015（Ｈ27） 2017（Ｈ29）

実績 見込量

種別 2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

2016（Ｈ28）

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
※受入人数欄の【　】内は障害者手帳所持又は特別支援学級在籍者数
※施設数欄の（　）内は全施設のうち障がい児受入施設数
※保育所は認可外保育所は含まない。
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地域生活支援事業は、障がいのある方の地域における自立した日常生活又は社会生活を支援するた

め、地域の実情に応じた事業形態で市町村や都道府県が実施するものです。 

本章では、各事業の現状を踏まえ、計画期間における見込みやその確保のための方策について記載

しています。 

 

１ 理解促進・研修啓発事業 
 

障がい者サポーター研修やワークショップの開催等の障がい者サポーター制度の運用や、「心の輪を

広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の公募を行い、市民に障がい理解の機会を提供する。 

また、障害者差別解消法の周知をはじめ、熊本地震での教訓を踏まえ配布を始めた「ヘルプカード」

の普及など、市民の障がい理解に向けた取組みを更に充実させる。 

 

２ 自発的活動支援事業 
 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者やその家族、地域

住民、支援団体等が自発的に取り組む活動に対し、その活動費の一部を支援する。共生社会の実現に

向けて、引き続き必要な支援を実施する。 

 

３ 相談支援事業 
 

 熊本市が業務を委託する障がい者相談支援センターにおいて、障がい児・者やその家族等からの相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他障害福祉サービスの利用等を支援するとともに、権利

擁護のための必要な援助を行う。また、相談支援体制の強化のための取り組みとして、専門的な知識

を必要とする困難ケース等への対応や熊本市障がい者自立支援協議会における総合的な課題集約及び

社会資源の改善・開発に向けた取組み、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員の後方支援及

び人材育成に関する業務等を行なう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 地域生活支援事業の必要量見込み 

＜相談支援事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

障がい者相談支援事業 カ所 9 9 9 9 9 9

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 無 検討 検討 検討

基幹相談支援センター等
機能強化事業

実施の有無 有 有 有 有 有 有

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 無

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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地域生活支援事業は、障がいのある方の地域における自立した日常生活又は社会生活を支援するた

め、地域の実情に応じた事業形態で市町村や都道府県が実施するものです。 

本章では、各事業の現状を踏まえ、計画期間における見込みやその確保のための方策について記載

しています。 

 

１ 理解促進・研修啓発事業 
 

障がい者サポーター研修やワークショップの開催等の障がい者サポーター制度の運用や、「心の輪を

広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の公募を行い、市民に障がい理解の機会を提供する。 

また、障害者差別解消法の周知をはじめ、熊本地震での教訓を踏まえ配布を始めた「ヘルプカード」

の普及など、市民の障がい理解に向けた取組みを更に充実させる。 

 

２ 自発的活動支援事業 
 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者やその家族、地域

住民、支援団体等が自発的に取り組む活動に対し、その活動費の一部を支援する。共生社会の実現に

向けて、引き続き必要な支援を実施する。 

 

３ 相談支援事業 
 

 熊本市が業務を委託する障がい者相談支援センターにおいて、障がい児・者やその家族等からの相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他障害福祉サービスの利用等を支援するとともに、権利

擁護のための必要な援助を行う。また、相談支援体制の強化のための取り組みとして、専門的な知識

を必要とする困難ケース等への対応や熊本市障がい者自立支援協議会における総合的な課題集約及び

社会資源の改善・開発に向けた取組み、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員の後方支援及

び人材育成に関する業務等を行なう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 地域生活支援事業の必要量見込み 

＜相談支援事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

障がい者相談支援事業 カ所 9 9 9 9 9 9

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 無 検討 検討 検討

基幹相談支援センター等
機能強化事業

実施の有無 有 有 有 有 有 有

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 無

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

52



 
 

53

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 障がい者相談支援事業については、2015（平成 27）年度からの事業の委託化に伴い設置数を 15 箇

所から 9箇所に再編しており、2020（平成 30）年度以降も現体制を維持する。さらに、地域生活支援

拠点の整備に向け、地域の関係機関等との連携強化に向けた取組みを推進することにより、地域の相

談支援体制の充実を図る。 

 
 

 

成年後見制度の利用の有効性が認められ、かつ親族による支援が見込めない知的又は精神障がい者

に対し、成年後見制度の利用を支援するため申し立てに要する経費及び後見人の報酬の全部又は一部

を助成する。また、後見業務を適正に行うことができる市民後見人の養成を行い、法人後見事業実施

団体に対する支援を行う。支援機関への制度の周知を適切に行い、知的・精神障がい者に対して支援

を行う。また、法人後見事業実施団体と連携し、市民後見人の養成を図る。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 2015（平成 27）、2016（平成 28）年度の申立て及び報酬助成の実績と 2017（平成 29）年度の実績見

込みを踏まえて、見込量を算出する。 

 
 

５ 意思疎通支援事業 

 

（１）手話通訳者設置事業 

 手話通訳者を各区役所に設置し、聴覚障がい者等の意思伝達の仲介を行う。 

（２）手話通訳者派遣事業 

 聴覚障がい者等に対し、手話通訳者を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図るとともに、

聴覚障がい者等の社会参加を促進させる。 

（３）要約筆記者派遣事業 

 聴覚障がい者等に対し、要約筆記者を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図るとともに、

聴覚障がい者等の社会参加を促進させる。 

意思疎通支援事業については、関係機関と連携しながら、引き続き提供体制の確保に努めるとと

もに、制度の周知広報を適切に行うことで、聴覚障がい者等の円滑な意思の疎通を図る。 

４ 成年後見制度利用支援事業／成年後見制度法人後見支援事業 

＜成年後見制度利用支援事業／成年後見制度法人後見支援事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

成年後見制度
利用支援事業

利用件数
人/年 25 33 38 44 50 56

成年後見制度
法人後見支援事業

実施の有無 有 有 有 有 有 有

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

2018
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■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 2015（平成 27）、2016（平成 28）年度の実績により見込量を算出する。 

 

 

 

日常生活上の便宜を図るため、自立生活支援用具等の給付を行う。市民に対してホームページ等で

制度の周知を行い、申請受付・決定を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 2015（平成 27）年度から 2016（平成 28）年度の利用の伸びを踏まえて見込量を算出する。住宅改

修費は、2015（平成 27）、2016（平成 28）年度の実績の平均で見込量を算出する。

６ 日常生活用具給付事業 

＜意思疎通支援事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

手話通訳者及び
要約筆記者派遣事業

件/年 2,409 2,320 2,623 2,500 2,500 2,500

手話通訳者設置事業 人 4 5 5 6 6 6

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜日常生活用具給付事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

介護訓練支援用具 件/年 36 26 19 19 19 19

自立生活支援用具 件/年 103 134 175 175 175 175

在宅療養等支援用具 件/年 73 77 82 82 82 82

情報・意思疎通支援用具 件/年 161 175 191 191 191 191

排泄管理支援用具 件/年 11,889 11,803 11,718 11,718 11,718 11,718

居宅生活動作補助道具
（住宅改修費）

件/年 13 10 12 12 12 12

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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７ 手話奉仕員養成研修事業 

 

 聴覚障がい者の社会参加及び自立の促進に必要なコミュニケーション支援を行う手話奉仕員を養成

する。引き続き、制度の周知広報を適切に行い、人材の育成と確保に努める。 

 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

 

８ 移動支援事業 

 

 屋外での移動が困難な障がい者等が円滑に外出できるよう、移動を支援する。また、対象となる方

がサービスを利用できるよう事業の情報発信、周知に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜手話奉仕員養成研修事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

手話奉仕員養成研修
事業

人/年 18 22 23 20 20 20

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜移動支援事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

利用者数 人/月 45 36 41 42 43 44

サービス量 時間/月 322 305 328 336 344 352

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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９ 地域活動支援センター機能強化事業 

 

（１）地域活動支援センター（Ⅰ型） 

 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設で、医療、福祉及び地域の社

会基盤との連携強化のための調整等を行うとともに、あわせて相談支援事業について実施する。利

用者増加に向け、引き続きセンターの広報を行う。 

（２）地域活動支援センター（Ⅱ型） 

 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサー

ビスを実施する。利用者増加に向け、引き続きセンターの広報を行う。 

（３）地域活動支援センター（Ⅲ型） 

 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設で、通所による援護事業を実

施する。利用者増加に向け、引き続きセンターの広報を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 施設ごとの利用実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

１０ 発達障がい者支援センター運営事業 

 

 発達障がい者への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関で、発達障がい者及びその家族

等に対する相談支援や発達支援、就労支援等を行う。引き続き、相談支援体制の確保に努めるととも

に，支援力を強化するために人材育成を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

＜発達障がい者支援センター運営事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

カ所 1 1 1 1 1 1

人/日 3 3 3 3 4 4

単位
第４期実績 第５期計画

発達障がい者支援
センター

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜地域活動支援センター機能強化事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

カ所 7 6 6 6 6 6

人/日 116 101 102 120 120 120

カ所 1 1 1 1 1 1

人/日 18 7 9 20 20 20

カ所 2 1 1 1 1 1

人/日 19 10 10 10 10 10

単位
第４期実績 第５期計画

地域活動支援
センター（Ⅰ型）

地域活動支援
センター（Ⅱ型）

地域活動支援
センター（Ⅲ型）

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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９ 地域活動支援センター機能強化事業 

 

（１）地域活動支援センター（Ⅰ型） 

 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設で、医療、福祉及び地域の社

会基盤との連携強化のための調整等を行うとともに、あわせて相談支援事業について実施する。利

用者増加に向け、引き続きセンターの広報を行う。 

（２）地域活動支援センター（Ⅱ型） 

 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサー

ビスを実施する。利用者増加に向け、引き続きセンターの広報を行う。 

（３）地域活動支援センター（Ⅲ型） 

 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設で、通所による援護事業を実

施する。利用者増加に向け、引き続きセンターの広報を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 施設ごとの利用実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

１０ 発達障がい者支援センター運営事業 

 

 発達障がい者への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関で、発達障がい者及びその家族

等に対する相談支援や発達支援、就労支援等を行う。引き続き、相談支援体制の確保に努めるととも

に，支援力を強化するために人材育成を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

＜発達障がい者支援センター運営事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

カ所 1 1 1 1 1 1

人/日 3 3 3 3 4 4

単位
第４期実績 第５期計画

発達障がい者支援
センター

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜地域活動支援センター機能強化事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

カ所 7 6 6 6 6 6

人/日 116 101 102 120 120 120

カ所 1 1 1 1 1 1

人/日 18 7 9 20 20 20

カ所 2 1 1 1 1 1

人/日 19 10 10 10 10 10

単位
第４期実績 第５期計画

地域活動支援
センター（Ⅰ型）

地域活動支援
センター（Ⅱ型）

地域活動支援
センター（Ⅲ型）

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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１１ 障害児等療育支援事業 

 

（１）在宅支援訪問療育等支援事業 

 相談や指導を希望する在宅障がい児（者）の家庭を訪問し、相談・指導及び健康診査等を行う。 

（２）在宅支援外来療育等指導事業 

 在宅の障がい児（者）及び保護者に対し、外来での各種相談及び指導を行う。 

 障害児等療育支援実施機関と連携し、地域の在宅障がい児（者）に対して、療育指導・相談を行う。 

 

 
 
 
 
 
 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

 

１２ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

 

聴覚障がい者及び盲ろう者の自立と社会参加を図るため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・

介助員の養成を行う（県との合同事業）。引き続き、制度の周知広報を適切に行い、人材の育成と確保

に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。

＜障害児等療育支援事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

障害児等
療育支援事業

カ所 5 5 5 5 5 5

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

手話通訳者・要約筆記者
養成研修事業

人/年 24 16 28 25 25 25

盲ろう者向け通訳・介助
員養成研修事業

人/年 6 10 10 12 12 12

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
※手話通訳者養成事業については、２ヵ年間のカリキュラム修了者数を計上
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１３ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

 

盲ろう者等の円滑な意思の疎通を支援する通訳・介助員を派遣する。関係機関と連携しながら、引

き続き提供体制の確保に努めるとともに制度の周知を行い、支援を必要とする盲ろう者等が制度を利

用できるように努める。 

 
 
 
 
 
 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

 

１４ 広域的な支援事業【新】 

 

精神障がいのある方が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な広域調整、専門性が高い

相談支援及び事故・災害等発生時に必要な緊急対応を行う。また、ピアサポート従事者の養成・育成

を目的とした講座や情報交換の場を開催する。 

発達障がい者支援地域協議会を開催することにより、体制整備及びネットワークの構築を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 国から示されている内容に基づいて見込量を算出する。

＜広域的な支援事業の実績と見込み＞

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

地域生活支援広域調整会議等事業※
（協議会の開催見込み数）

開催数/年 12 12 12

地域移行・地域生活支援事業
（ピアサポート従事者見込み数）

人/年 15 15 15

災害派遣精神医療チーム体制整備事業
（運営委員会開催見込み数）

開催数/年
1

（県単位）

1

（県単位）

1

（県単位）

協議会開催見込み数（再掲） 開催数/年 1 1 1

①精神障害者地域生活支援広域調整等事業

②発達障がい者支援地域協議会による体制整備事業

単位

第５期見込量

※既存の会議（地域精神保健福祉連絡協議会・精神障がい者地域移行支援部会）を活用する。

＜専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

盲ろう者向け
通訳・介助員派遣事業

件/年 259 245 319 280 280 280

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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１３ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

 

盲ろう者等の円滑な意思の疎通を支援する通訳・介助員を派遣する。関係機関と連携しながら、引

き続き提供体制の確保に努めるとともに制度の周知を行い、支援を必要とする盲ろう者等が制度を利

用できるように努める。 

 
 
 
 
 
 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

 

１４ 広域的な支援事業【新】 

 

精神障がいのある方が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な広域調整、専門性が高い

相談支援及び事故・災害等発生時に必要な緊急対応を行う。また、ピアサポート従事者の養成・育成

を目的とした講座や情報交換の場を開催する。 

発達障がい者支援地域協議会を開催することにより、体制整備及びネットワークの構築を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

 国から示されている内容に基づいて見込量を算出する。

＜広域的な支援事業の実績と見込み＞

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

地域生活支援広域調整会議等事業※
（協議会の開催見込み数）

開催数/年 12 12 12

地域移行・地域生活支援事業
（ピアサポート従事者見込み数）

人/年 15 15 15

災害派遣精神医療チーム体制整備事業
（運営委員会開催見込み数）

開催数/年
1

（県単位）

1

（県単位）

1

（県単位）

協議会開催見込み数（再掲） 開催数/年 1 1 1

①精神障害者地域生活支援広域調整等事業

②発達障がい者支援地域協議会による体制整備事業

単位

第５期見込量

※既存の会議（地域精神保健福祉連絡協議会・精神障がい者地域移行支援部会）を活用する。

＜専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

盲ろう者向け
通訳・介助員派遣事業

件/年 259 245 319 280 280 280

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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１５ 日中一時支援事業 

 

障がい者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的休息のため、障がい者等の日

中における活動の場を確保する。また、対象となる方がサービスを利用できるよう事業の情報発信、

周知に努める。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 

 

 

住居を必要としている障がい者に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支

援を行う。また、住居を必要としている障がい者が制度を利用できるよう、関係機関と連携しながら、

周知広報に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

2017（平成 29）年度の実績見込みを踏まえて見込量を算出する。

１６ 福祉ホーム事業運営費助成 

＜日中一時支援事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

利用者数 人/月 183 137 142 147 152 157

33 34 33

単位
第４期実績 第５期計画

各年度4月1日時点の事業所数

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜福祉ホーム事業運営費助成の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

カ所数 3(2) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1)

人 23 24 25 25 25 25

単位
第４期実績 第５期計画

福祉ホーム事業
運営費助成

※（　）内は助成対象施設のうち市内にある施設数

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み
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１７ 訪問入浴サービス事業 
 

障がい者等の居宅を訪問して浴槽を提供し、障がい者の身体の清潔保持等のため入浴の介護を行う。

また、対象となる方がサービスを利用できるよう事業の情報発信、周知に努める。 
 

 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の利用実績を踏まえ見込量を算出する。 

 

 

障がい者の自立と社会参加を促進するため、視覚障がい者を対象に日常生活上必要な訓練・指導を

行う。支援を必要としている視覚障がい者が制度を利用できるよう、関係機関と連携しながら周知広

報に努める。 

 

 
 
 
 
 
 
■ 第５期計画の見込量における推計方法 

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 
 

 

障がいのある方が、競技等を通じてスポーツの楽しさを体験し、競技力の向上を図るとともに、市民

の障がいに対する理解を一層深め、障がい者の社会参加の促進に寄与することを目的として開催する。

政令市移行に伴い、2012（平成 24）年度より県市共催で「くまもと障がい者スポーツ大会」を実施。 

 

  

 

 

 

 

 

１８ 生活支援事業（視覚障がい者の生活訓練） 

１９ 障がい者スポーツ大会 

＜訪問入浴サービス事業の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

利用者数 人/月 23 19 21 22 23 24

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜生活支援事業（視覚障がい者の生活訓練）の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

利用者数 人/年 105 93 104 105 105 105

単位
第４期実績 第５期計画

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

＜障がい者スポーツ大会の実績と見込み＞

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

開催の有無 有無 有 有 有 有 有 有

参加人数 人
1,196
(309)

233
(49)

555
(199)

単位
第４期実績 第５期計画

 ※（　）内はうち市内在住参加者数
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（１）障害福祉サービス等見込量一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービス等見込み量一覧 

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

人/月 793 794 815 839 863 887

時間/月 9,044 9,085 9,376 9,640 9,904 10,168

人/月 85 82 83 87 88 89

時間/月 12,687 11,570 12,417 13,015 13,165 13,314

人/月 128 133 145 157 169 181

時間/月 1,923 2,076 2,030 2,198 2,366 2,534

人/月 10 12 14 16 18 20

時間/月 129 135 168 192 216 240

人/月 0 0 0 0 0 0

時間/月 0 0 0 0 0 0

人/月 1,400 1,410 1,453 1,496 1,539 1,582

人日/月 28,606 28,560 28,188 29,022 29,857 30,691

人/月 12 11 14 15 16 17

人日/月 177 198 196 210 224 238

人/月 96 87 90 93 96 99

人日/月 1,955 1,843 1,794 1,856 1,918 1,980

人/月 176 137 147 157 168 179

人日/月 3,037 2,394 2,440 2,606 2,789 2,971

人/月 1,005 1,071 1,096 1,156 1,216 1,276

人日/月 20,504 21,734 21,262 22,426 23,590 24,754

人/月 965 1,046 1,171 1,291 1,411 1,531

人日/月 17,567 19,164 20,258 22,334 24,410 26,486

人/月 182 201 204 207 210 213

人日/月 5,616 6,209 6,324 6,417 6,510 6,603

人/月 189 168 185 202 219 236

人日/月 710 689 777 848 920 991

人/月 43 42 43 44 45 46

人日/月 205 201 181 185 189 193

サービス種別 単位

人/月 97 107

日
中
活
動
系

訪
問
系

居宅介護

第４期実績 第５期計画

117- - -

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

就労継続支援（B型）

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

就労定着支援【新】

短期入所（福祉型）

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型）

短期入所（医療型）

療養介護
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2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

人/月 670 794 897 1,000 1,103 1,206

人日/月 3,766 4,807 5,023 5,600 6,177 6,754

人/月 9 5 4 5 6 7

人日/月 50 24 23 29 34 40

人/月 - - - 3 3 3

人日/月 - - - 3 3 3

人/月 767 1,086 1,484 1,751 2,018 2,285

人日/月 8,265 13,711 14,988 17,685 20,382 23,079

人/月 25 20 38 42 46 50

人日/月 31 22 46 50 55 60

551 671 790

51 48 50

サービス種別 単位

第４期実績 第５期計画

- - -

居
住
系

自立生活援助【新】 人/月 42

施設入所支援 人/月 774

684 708 748

771

46

共同生活援助 人/月 792 836 880

44

774774 774

相
談
支
援

計画相談支援 人/月 1,164 1,207

地域定着支援 人/月 42 440 0 2

0 2 3

1,041 1,250

地域移行支援 人/月 4

774

5 6

1,078 1,121

46

障
が
い
児
支
援

児童発達支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援【新】

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障害児相談支援

医療型障害児入所施設

人/月 909 1,028 1,147

福祉型障害児入所施設 人/年 170 170 170

人/年 116 116 116405534

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

医療的ケア児等コーディネー
ターの配置人数【新】

人 0 5 5- - -
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2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

3,317

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

発達障がい者支援センター及び発達障が

い者地域支援マネジャーの関係機関への

助言件数【新】

件/年 14 15

2,599 3,700 4,100 4,500 4,500

発達障がい者支援センター及び発達障が

い者地域支援マネジャーの外部機関や地

域住民への研修会等開催回数【新】
回/年 38 33 35 45

30 3616 24

47 47

386
【115】

403
【120】

421
【125】

放課後児童健全育成事業
【　】…手帳所持者数又は特別支援学級在籍者数

人/年
366

【116】
381

【136】
366

【109】

81
【33】

97
【40】

97
【40】

97
【40】

保育所
【　】…手帳所持者数

人/年
322

【109】
319

【106】
306

【100】
291

【93】
291

【93】
291

【93】

認定こども園
【　】…手帳所持者数

人/年
12

【8】
64

【26】

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

サービス種別 単位

第４期実績 第５期計画

発達障がい者支援地域協議会【新】 回/年 - - - 1 1 1

発
達
障
が
い
者
等
支
援

発達障がい者支援センターによる専門
的な相談支援件数【新】

件/年
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（２）地域生活支援事業見込量一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

実施の有無 有 有 有 有 有 有

実施の有無 有 有 有 有 有 有

障がい者相談支援事業 カ所数 9 9 9 9 9 9

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 無 検討 検討 検討

基幹相談支援センター等

機能強化事業
実施の有無 有 有 有 有 有 有

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 無

人/年 25 33 38 44 50 56

実施の有無 有 有 有 有 有 有

手話通訳者及び要約筆記者

派遣事業
件/年 2,409 2,320 2,623 2,500 2,500 2,500

手話通訳者設置事業 人 4 5 5 6 6 6

介護訓練支援用具 件/年 36 26 19 19 19 19

自立生活支援用具 件/年 103 134 175 175 175 175

在宅療養等支援用具 件/年 73 77 82 82 82 82

情報・意思疎通支援用具 件/年 161 175 191 191 191 191

排泄管理支援用具 件/年 11,889 11,803 11,718 11,718 11,718 11,718

居宅生活動作補助道具

（住宅改修費）
件/年 13 10 12 12 12 12

人/年 18 22 23 20 20 20

人/月 45 36 41 42 43 44

時間/月 322 305 328 336 344 352

カ所数 7 6 6 6 6 6

人/日 116 101 102 120 120 120

カ所数 1 1 1 1 1 1

人/日 18 7 9 20 20 20

カ所数 2 1 1 1 1 1

人/日 19 10 10 10 10 10

サービス種別

地域活動支援センター(Ⅲ型)

3 相談支援事業

5 意思疎通支援事業

6 日常生活用具給付事業

9 地域活動支援センター機能強化事業

単位

第５期計画第４期実績

地域活動支援センター(Ⅱ型)

7 手話奉仕員養成研修事業

8 移動支援事業

４ 成年後見制度利用支援事業

４ 成年後見制度法人後見支援事業

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

1 理解促進・研修啓発事業

2 自発的活動支援事業

地域活動支援センター(Ⅰ型)
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2015
（Ｈ27）

2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｈ31）

2020
（Ｈ32）

カ所数 1 1 1 1 1 1

人/日 3 3 3 3 4 4

カ所数 5 5 5 5 5 5

手話通訳者・要約筆記者

養成研修事業
人/年 24 16 28 25 25 25

盲ろう者向け通訳・介助員

養成研修事業
人/年 6 10 10 12 12 12

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 件/年 259 245 319 280 280 280

地域生活支援広域調整会議等事業 回/年 - - - 12 12 12

地域移行・地域生活支援事業 人/年 - - - 15 15 15

災害派遣精神医療チーム

体制整備事業
回/年 - - -

1
(県単位)

1
(県単位）

1
(県単位）

回/年 - - - 1 1 1

人/月 183 137 142 147 152 157

カ所数
3

(2)
4

(1)
4

(1)
4

(1)
4

(1)
4

(1)

人 23 24 25 25 25 25

人/月 23 19 21 22 23 24

人/年 105 93 104 105 105 105

実施の有無 有 有 有 有 有 有

※2017（Ｈ29）年度は実績見込み

18 生活支援事業（視覚障がい者の生活訓練）

19 障がい者スポーツ大会

15 日中一時支援事業

16 福祉ホーム事業運営費助成

　(   )内は市内にある施設数

発達障がい者支援地域協議会による

体制整備事業（再掲）

17 訪問入浴サービス事業

14 広域的な支援事業【新】

精神障害者地域生活支援広域調整等事業

13 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

単位

第４期実績 第５期計画

サービス種別

12 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

11 障害児等療育支援事業

10 発達障がい者支援センター運営事業
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資料 

 
●第５期熊本市障がい福祉計画・ 

第１期熊本市障がい児福祉計画 策定経緯 

●熊本市障害者施策推進協議会委員 
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本計画の策定にあたっては、障がい者団体や家族会の方、福祉関係者、学識、公募委員等で構成さ

れる「熊本市障害者施策推進協議会」で審議をいただきました。 

障がいのある人を対象としたアンケート調査や特別支援学校に通う生徒への障がい福祉サービス利

用意向の調査を実施し、障がいのある人の日常生活の状況や、福祉サービスの利用状況・利用意向、

ニーズ等を把握し見込み量を設定するとともに、障がい者団体への意見照会を行い、より障がいのあ

る方の意見を反映した計画を策定しました。 

 

期  日 内  容 

2017（平成 29）年 6 月～7 月 障がい福祉に関するアンケート調査 

2017（平成 29）年 7 月 20 日 平成 29 年度第 1回熊本市障害者施策推進協議会 

・計画策定にあたっての基本的な考え方、計画骨子の説明 

・障がい福祉に関するアンケート調査について 

・熊本市障がい福祉計画（第 4期）進捗状況報告 

2017（平成 29）年 8 月 18 日 平成 29 年度第 2回熊本市障がい者自立支援協議会 

・計画策定にあたっての基本的な考え方、計画骨子の説明 

・障がい福祉に関するアンケート調査について 

2017（平成 29）年 9 月 県内特別支援学校進路意向（障害福祉サービス利用意向）調査 

2017（平成 29）年 11 月 24 日 平成 29 年度第 3回熊本市障がい者自立支援協議会 

・第 5期熊本市障がい福祉計画・第 1期熊本市障がい児福祉計画 

（素案）について 

2017（平成 29）年 12 月 熊本市障害者施策推進協議会委員及び障がい者団体へ意見照会 

・第 5期熊本市障がい福祉計画・第 1期熊本市障がい児福祉計画 

（素案）について 

2017（平成 29）年 12 月 18 日 平成 29 年度熊本市精神保健福祉審議会 

・第 5期熊本市障がい福祉計画・第 1期熊本市障がい児福祉計画 

（素案）について 

2017（平成 29）年 12 月～ 

2018（平成 30）年 1 月 

パブリックコメント実施 

2018（平成 30）年 2 月 5 日 平成 29 年度第 2回熊本市障害者施策推進協議会 

・第 5期熊本市障がい福祉計画・第 1期熊本市障がい児福祉計画 

（最終案）について 

2018（平成 30）年 2 月 23 日 平成 29 年度第 4回熊本市障がい者自立支援協議会 

・第 5期熊本市障がい福祉計画・第 1期熊本市障がい児福祉計画 

（最終案）について 

2018（平成 30）年 3 月 第 5期熊本市障がい福祉計画・第 1期熊本市障がい児福祉計画決定 

第 5 期熊本市障がい福祉計画・第 1 期熊本市障がい児福祉計画 策定経緯 
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熊本市障害者施策推進協議会委員 

※五十音順、敬称略

氏　名 役　職　等

　　　　相藤　絹代 　熊本大学・熊本学園大学　非常勤講師

　　　　一門　惠子 　九州ルーテル学院大学　名誉教授

　　　　奥山　晃正 　熊本県障がい者支援課　課長

　　　　勝本　映美 　熊本市社会福祉施設連合会　会長

　　　　熊川　嘉一郎 　社会福祉法人ライン工房　統括施設長

　　　　栗原　和弘 　熊本県立熊本支援学校　校長

　　　　興梠　ひで 　くまもと江津湖療育医療センター　施設長

　　　　古賀　清美 　公募委員

　　　　潮谷　愛一 　熊本市社会福祉協議会　会長

　　　　田中　こず恵 　熊本きぼう福祉センター　主任

　　　　多門　文雄 　熊本市身体障害者福祉協会連合会　会長

　　　　中山　泰男 　熊本難病・疾病団体協議会　代表幹事

　　　　西　 　惠美 　熊本市手をつなぐ育成会　副会長

　　　　早咲　京子 　熊本県中小企業家同友会　代表理事

　　　　日隈　辰彦
　特定非営利活動法人　自立生活センター
　ヒューマンネットワーク熊本　代表

　　　　福島　満雄 　熊本障害者職業センター　所長

　　　　松村　和彦 　熊本県自閉症協会　副会長

　　　　丸住　朋枝 　熊本県弁護士会　高齢者・障害者に関する委員会副委員長

　　　　水田　博志 　熊本大学大学院生命科学研究部整形外科学分野　教授

　　　　宮田　喜代志 　熊本市心の障害者家族会　会長

2018（Ｈ30）年3月現在
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第５期熊本市障がい福祉計画 

第１期熊本市障がい児福祉計画 

 

2018（平成 30）年３月計画決定 

 

熊本市健康福祉局障がい者支援部 障がい保健福祉課 

〒860-8601 熊本市中央区手取本町１番１号 

電話 096-328-2519  ＦＡＸ 096-325-2358 

メール shougaihokenfukushi@city.kumamoto.lg.jp 
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熊本市障がい者サポーター制度シンボルマーク

表紙イラストは中山怜音さん作　カッターによる切り絵｢熊本城」


